
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
十
号

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
要
件
を
定
め
る
省
令

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
要
件
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
範
囲
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
十
年
環
境
省
令
第
十
二
号
）
別
表
第
七
の
中
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
試
験
に
お
い
て
も
当
該
試
験
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
性
状
を
示
す
こ
と

が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
水
銀
、
安
息
香
酸
第
二
水
銀
、
塩
化
エ
チ
ル
水
銀
、
塩
化
第
一
水
銀
、
塩
化
第
二
水
銀
、
塩
化
第
二
水
銀
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
塩
化
メ
チ
ル
水
銀
、
オ
キ
シ
シ
ア
ン
化
第
二
水
銀
、
オ
レ
イ
ン
酸
第
二
水
銀
、
グ
ル
コ
ン
酸
第
二
水
銀
、

酢
酸
第
二
水
銀
、
サ
リ
チ
ル
酸
第
一
水
銀
、
酸
化
第
二
水
銀
、
シ
ア
ン
化
第
二
水
銀
、
シ
ア
ン
化
第
二
水
銀
カ
リ
ウ
ム
、
ジ
エ
チ
ル
水
銀
、
ジ
メ
チ
ル
水
銀
、
臭
化
第
二
水
銀
、
硝
酸
第
一
水
銀
、
硝
酸
第
二
水
銀
、
水
酸
化
フ
ェ
ニ

ル
水
銀
、
チ
オ
シ
ア
ン
酸
第
二
水
銀
、

ひ砒
酸
第
二
水
銀
、
よ
う
化
第
二
水
銀
、
よ
う
化
第
二
水
銀
カ
リ
ウ
ム
、
雷
こ
う
、
硫
化
第
二
水
銀
、
硫
酸
第
一
水
銀
又
は
硫
酸
第
二
水
銀
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物

二
　
核
酸
水
銀
、
酢
酸
第
一
水
銀
、
酢
酸
フ
ェ
ニ
ル
水
銀
、
硝
酸
フ
ェ
ニ
ル
水
銀
又
は
チ
メ
ロ
サ
ー
ル
を
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
水
銀
化
合
物
以
外
の
水
銀
化
合
物
を
含
む
物

四
　
有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
附
属
書
Ⅰ
Ⅴ
Ａ
の
Ｄ
１
か
ら
Ｄ
４
ま
で
又
は
Ⅰ
Ⅴ
Ｂ
の
Ｒ1

0

に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た
め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ

て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
固
形
状
で
あ
っ
て
、
平
成
三
年
環
境
庁
告
示
第
四
十
六
号
（
土
壌
の
汚
染
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
）
別
表
の
環
境
上
の
条
件
（
総
水
銀
又
は
ア
ル
キ
ル
水
銀
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
物

ロ
　
液
状
で
あ
っ
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
・
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）
第
六
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
（
水
銀
及
び
ア
ル
キ
ル
水
銀
そ
の
他
の
水
銀
化
合
物
又
は
ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
物

五
　
前
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
以
外
の
処
分
作
業
を
行
う
た
め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
固
形
状
で
あ
っ
て
、
金
属
等
を
含
む
産
業
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
五
号
）
別
表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
（
ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
及
び
水
銀
又
は
そ
の
化
合
物
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
物

ロ
　
液
状
で
あ
っ
て
、
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
基
準
（
水
銀
及
び
ア
ル
キ
ル
水
銀
そ
の
他
の
水
銀
化
合
物
並
び
に
ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）
に
適
合
し
な
い
物

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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